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研究成果の概要（和文）：これまで技能実習生は低賃金の単純労働者とみなされて、衣料産業のような衰退産業の延命
のための労働力として扱われてきた。しかし、2010年の入管法改正後に彼らが労働法上の労働者としての地位を獲得し
て雇用コストが高まったので、雇用主は彼らに一定の技能を求める一方、賃金上昇に伴って職場の労使関係の悪化も見
られた。
　機械産業でもリーマンショック後は日系中南米人の代替労働力として技能実習生の雇用が増大した。彼らは生産コス
ト削減のために、職務内容は単純でも、一定のスピードが要求される職務に従事していた。両産業では、技能実習生は
従来の低賃金・単純労働者から一定の技能と生産性を持つ労働力として雇用されていた。

研究成果の概要（英文）： Japanese technical interns are used to be regarded as replacement labor force of 
Japanese workers in labor-intensive industries such as a garment industry. Their introduction is feared 
to prolong declining industries which should be otherwise eliminated in the course of time.
 But the Reform Act of Immigration Law of 2009 changed the status of technical interns as such that their 
employment costs increased. And after the world economic crisis of 2008, a machinery industry in Japan 
began to replace Japanese-Brazilians who decided go back their home country with Chinese or Vietnamese 
technical interns. They are requested to perform productive performance at production sites.
 In conclusion, technical skills’ levels of recent technical interns are not so low as those of 
technical inters in previous days.

研究分野： 産業社会学
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1. 研究開始当初の背景 

(1）2009 年の入管法改正により、技能実習生

に対しては来日当初から労働者として扱われ

ることとなり、新たに在留資格「技能実習」

も新設された。こうした制度改変は、技能実

習生も労働保護と最低賃金の対象となるため

に、当然のことながら技能実習生受け入れコ

ストを増加させる。こうした技能実習制度に

関わる根本的な制度改革が、2012 年に研究開

始する直前の背景の一つである。 

 

(2) 2008 年秋以降の世界的経済危機、いわ

ゆるリーマンショックは外国人労働者の雇用

にも大きな影響を与えた。技能実習生につい

ては、企業の経営不振から途中帰国する人が

増加した。また日系中南米人は、自動車部品

製造業および電機・電子部品製造業に従事し

ている人が多かったが、こうした産業は輸出

産業であったために、派遣切りという形で解

雇された人が多い。解雇者は帰国した人、職

業訓練を受講して他産業に転職した人などが

みられた。こうした不景気の影響は外国人労

働者の雇用に大きな影響を与えたのである。 

 

(3) 以上のような技能実習制度を取り巻く

社会的環境の変化によって、日本の労働市場

における外国人労働者の位置づけと、日本の

外国人労働市場における技能実習生の位置づ

けが大きく変化した。 

 さらに、2009 年の入管法改正によって、高

度外国人材に対するポイント制度の導入がな

され、高度外国人材受け入れを積極的に推進

する外国人労働者対策、広義の移民政策が大

幅に推進されたのである。 

 

 

2. 研究の目的 

(1) 技能実習生は単純労働者であり、彼らを

受け入れる技能実習制度はまやかしであると

いう非難に対して、本当に技能実習生受け入

れに伴う技能移転が存在するのか、衣料産業

と機械産業の異なる職種を比較して、その有

無を明らかにする。 

 

(2) 技能実習制度の制度変化(技能実習の前

段階としての研修生制度の廃止)の影響を、技

能実習生を雇用する企業へのヒアリングから

明らかにする。 

 

(3) 技能実習生とその他の外国人労働者と

の差異を、彼らの持つ技能レベルと雇用形態、

労働条件の点で明らかにする。これはリーマ

ンショック後の日本の外国人労働市場の変化

を受けて、将来の日本の外国人労働市場の方

向性を知ることが出来ると考えたからである。 

 

(4) 技能実習制度はブルーカラー職種での

外国人材受け入れ制度であるが、近年はホワ

イトカラー職種で人手不足から、留学制度が

外国人材の受け入れ制度として機能している

ことに着目をし、高度外国人材を含めて外国

人労働市場全体の動きを明らかにすることを

目的の一つとした。 

 

3. 研究の方法 

(1) 文献・資料収集 

 既存の文献の他、岐阜市の公文書を所蔵し

ている図書館で一般には印刷に付されていな

い資料を収集した。 

(2) 国内調査 

 国内の技能実習生が多く雇用されている地

域の技能実習生受け入れ団体、受け入れ企業、
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を訪問し、質問票に基づく半構造化インタヴ

ューを行った。 

① 岐阜市、各務原市、東京都内   

衣料品製造業で就労する技能実習生に関す

る調査 

② 各務原市、上田市 

 機械金属業で就労する技能実習生に関する

調査 

③ 名古屋市、東京都内 

 留学生に関する職業紹介機関および日本語

学校への調査 

 (3) 中国調査 

① 山東省の技能実習生送り出し団体調査 

② 山東省の技能実習生送り出し家庭への訪

問調査 

  

4. 研究成果 

(1) 衣料品製造業は、業種全体が中国や東南

アジア諸国への海外進出の結果、国内で操業

継続している企業は高付加価値製品にシフト

している。そのため、そこで必要とされる技

能も高いレベルが求められている。その意味

では、中国で縫製技能を修得可能であっても、

日本で習得する縫製技能はレベルが高く、技

能移転の価値を有する。これは、技能実習生

は単純労働者であるという一般的な思い込み

とは異なる発見であろう。 

 

(2) 2010 年から技能実習生が受け入れ当初

から最低賃金の対象となったため、受け入れ

費用全体が高額になった。そのため、受け入

れ企業はコストに見合う能力を技能実習生に

求めるため、特に衣料品製造業では職場の労

使関係に悪化がみられる。 

 

(3) 機械金属業の技能実習生は、リーマンシ

ョック後に減少した日系ブラジル人の代替と

しての役割を果たしている。今後、日系人が

増加する可能性はないことを考えると、業界

での技能実習生の人数と役割が増加するもの

と思われる。 

 

(4) 機械金属業の技能実習生は、海外子会社

から短期で受け入れた企業単独型技能実習生

と、技能実習制度の中心である団体監理型技

能実習生を併用している企業もある。同じく

技能実習生であるが、前者の受け入れ目的は

技能研修中心、後者は労働力確保中心であり、

目的が異なる。 

 

(5) 機械金属業の技能実習生の技能移転に

ついては、技能移転の役割を持つ企業単独型

受け入れと、技能移転の度合は少ない、団体

監理型受け入れが混在しているため、技能移

転がないとは言い切れない。また団体監理型

受け入れの場合は、職務内容は一見、単純作

業に見えるが、作業スピードが速く、ミスが

許されないという点では、一定の技能と生産

性が不可欠であることが分かった。 

 

(6) 衣料産業と機械産業の技能実習生の技

能移転の状況を見ると、品質管理と要求され

る作業スピードの点で、彼らに一定の技能が

要求されていることがわかった。 
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